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招集ご通知

証券コード　3190
2025年６月５日

株　主　各　位
宮城県仙台市太白区西多賀四丁目４番17号

株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン
取締役社長 伊 藤 　 信 幸

【当社ウェブサイト】

http://www.yg-hotman.com/ir/meeting.php

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第51回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　さて、当社第51回定時株主総会を下記により開催致しますので、ご通知申しあげ

ます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電

子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれか

のウェブサイトにアクセスの上、ご確認下さいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ホットマン」又は「コード」

に当社証券コード「３１９０」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦

覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認下さい。）

　なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することが

できますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否を

ご表示いただき、2025年６月25日（水曜日）午後６時までに議決権を行使してくださいますようお願い申

しあげます。

敬　具
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１．日 時 2025年６月26日（木曜日）午前11時

２．場 所 宮城県仙台市青葉区本町二丁目３番１号

江陽グランドホテル　３階　孔雀の間

３．目 的 事 項

報 告 事 項 第51期(2024年４月１日から2025年３月31日まで)事業報告及び計算書類報告

の件

決 議 事 項

第１号議案 取締役７名選任の件

第２号議案 監査役２名選任の件

第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

記

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

(1）書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛
否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱い致します。

(2）インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を
有効なものとしてお取り扱い致します。

(3）インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネッ
トによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱い致します。

(4）代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方１名を代理人とし
て株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となり
ますのでご了承ください。

以　上

（株主の皆様へのお願い）

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申

しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参下さいますようお願い申しあげます。

◎当日は、些少ながら当社で営業しておりますシャトレーゼのお菓子をお土産としてご用意してお

ります。ただし、席数同様、数量に限りがあるため、株主総会終了後にお渡しとなります。ま

た、ご持参の議決権行使書用紙の枚数に関わらず、ご出席の株主お一人様に対し１個とさせてい

ただきます。予めご了承いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

◎株主懇親会は予定しておりません。また、会場内の写真撮影並びに録音等につきましては、禁止

とさせていただいておりますので、予めご了承いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウ

ェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載致します。
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に

ご出席される場合

インターネットで議決権

を行使される場合

書面（郵送）で議決権を

行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提

出ください。

次ページの案内に従って、議案の賛

否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛

否をご表示のうえ、切手を貼らずに

ご投函ください。

日　時 行使期限 行使期限

２０２５年６月２６日（木曜日）

午前１１時（受付開始:午前１０時３０分）

２０２５年６月２５日（水曜日）

午後６時００分入力完了分まで

２０２５年６月２５日（水曜日）

午後６時００分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案・第2号議案

● 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 全員反対する場合 「否」の欄に〇印

●
一部の候補者に

反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、

反対する候補者の番号を

ご記入ください。

第3号議案

● 賛成の場合 「賛」の欄に〇印

● 反対する場合 「否」の欄に〇印

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

・インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り

扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱

いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものと

してお取り扱いいたします。
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
ログインID・仮パスワードを

入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力する

ことなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

議決権行使

ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○

議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見本

見本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」

を入力しクリックしてください。
2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で

パソコンやスマートフォンの操作方法などが

ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク

0120－173－027
（通話料無料／受付時間 ９:00～21:00）
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当事業年度の事業の状況、財産及び損益の状況、重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題、主要な事業内容

（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）
事　 業　 報　 告

１. 会社の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

　当事業年度における我が国の経済環境は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により

景気は緩やかな回復基調が続いている一方、物価上昇の継続が個人消費に及ぼす影響やアメ

リカの政策動向による影響等が、景気を下押しするリスクとなっており、先行きは依然とし

て不透明な状況が続いております。

　当社におきましても、人流の回復はみられるものの、仕入価格の高騰や人件費の上昇等コ

ストの高止まりが続いており、また長引く物価高による消費者マインドの停滞も懸念され、

厳しい状況が続いております。

　そのような環境の中、会社方針に『一意専心（決めた目標のために、迷わず心を集中させ

る）』を掲げました。消費者の節約志向が高まる中、お客様一人ひとりにご満足いただき再

来店していただくため、積極的な出店・移転及びイエローハット事業における車検指定工場

化を推進することにより、「集客力の向上」「新規顧客の獲得」「リピーターの増加」に努

めて参りました。

2024年５月に福島県南相馬市に「シャトレーゼ南相馬店」（グランドオープンは同年６

月）を新規出店し、同一店舗内に「ダイソー南相馬原町店」（旧店舗名ダイソー原町店）を

移転オープン致しました。同年６月には茨城県高萩市に「イエローハット高萩インター店」

（旧店舗名イエローハット高萩店）を新築移転オープンし、宮城県角田市に「シャトレーゼ

角田店」（グランドオープンは同年７月）を新規出店致しました。同年７月に秋田県秋田市

にある「アップガレージ秋田店」の運営を㈱アップガレージグループに譲渡し、宮城県大崎

市に「アップガレージ宮城古川店」を新規出店致しました。同年10月に宮城県仙台市宮城野

区にある「TSUTAYAヨークタウン新田東店」を、同年11月岩手県奥州市にある「TSUTAYA水沢

店」をそれぞれ退店しております。

また、貴金属やブランド品等の買取専門店「買取大吉」を展開する㈱エンパワーと新たに

フランチャイズ契約を締結し、同年12月宮城県仙台市若林区にあるTSUTAYA仙台荒井店内に当

社１号店となる「買取大吉TSUTAYA仙台荒井店」（セグメントは「その他」）を新規出店致し

ました。

当事業年度末の店舗数は、イエローハットが90店舗、TSUTAYAが６店舗（前事業年度比２店

舗減）、アップガレージが８店舗、カーセブンが３店舗、ダイソーが６店舗、コメダ珈琲店

が１店舗、シャトレーゼが４店舗（前事業年度比２店舗増）、買取大吉が１店舗（前事業年
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度比１店舗増）、宝くじ売場が５店舗の合計124店舗（前事業年度比１店舗増）となっており

ます。

　この結果、当事業年度の状況は、売上高は21,908百万円となり、前事業年度比910百万円

（前事業年度比4.3％増）の増収となりました。経常利益につきましては731百万円となり、

前事業年度比378百万円（前事業年度比107.3％増）の増益となりました。当期純利益は334百

万円となり、前事業年度比129百万円（前事業年度比63.2％増）の増益となりました。増収増

益の要因は主として、イエローハット事業とアップガレージ事業において、前事業年度末の

春商戦が当事業年度にずれ込み、平年並みの降雪量と気温により主力季節商品であるスタッ

ドレスタイヤと春先の夏タイヤの販売が好調に推移したことによるものとなっております。

セグメント別の状況は次の通りであります。

[イエローハット]

当社の主たる事業であるイエローハット事業におきましては、2024年６月に茨城県高萩市

に「イエローハット高萩インター店」（旧店舗名イエローハット高萩店）を新築移転オープ

ン致しました。主に対面接客による「タイヤの拡販」及び車検指定工場化の推進による「車

検の拡販」に注力して参りました。前事業年度末の春商戦が当事業年度にずれ込み、平年並

みの降雪量と気温により主力季節商品であるスタッドレスタイヤと春先の夏タイヤの需要が

高まったことにより、当事業年度の売上高は好調に推移致しました。

この結果、当事業年度の状況は、売上高16,918百万円（前事業年度比4.9％増）、セグメ

ント利益（営業利益）は984百万円（前事業年度比64.8％増）となっております。

[TSUTAYA]

TSUTAYA事業におきましては、2024年10月に宮城県仙台市宮城野区にある「TSUTAYAヨーク

タウン新田東店」を、同年11月岩手県奥州市にある「TSUTAYA水沢店」をそれぞれ退店して

おります。書籍、文具、コスメ等雑貨の商品展開を行い販売に注力したものの、２店舗退店

の影響もあり、当事業年度の売上高は低調に推移致しました。

この結果、当事業年度の状況は、売上高1,466百万円（前事業年度比13.7％減）、セグメ

ント損失（営業損失）は85百万円（前事業年度は76百万円のセグメント損失（営業損失））

となっております。

[アップガレージ]

アップガレージ事業におきましては、2024年７月に秋田県秋田市にある「アップガレージ

秋田店」を㈱アップガレージグループに譲渡し、宮城県大崎市に「アップガレージ宮城古川

店」を新規出店致しました。イエローハット事業同様、前事業年度末の春商戦が当事業年度

にずれ込み、平年並みの降雪量と気温により主力季節商品であるスタッドレスタイヤと春先

の夏タイヤの需要が高まったこと、及び節約志向が続く中、中古タイヤホイールのニーズが

高まったことにより、当事業年度の売上高は好調に推移致しました。

この結果、当事業年度の状況は、売上高1,121百万円（前事業年度比3.1％増）、セグメン
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ト利益（営業利益）は103百万円（前事業年度比14.2％増）となっております。

[その他]

その他の事業におきましては、2024年５月に福島県南相馬市に「シャトレーゼ南相馬店」

（グランドオープンは同年６月）を新規出店し、同年６月同一店舗内に「ダイソー南相馬原

町店」（旧店舗名ダイソー原町店）を移転オープン及び宮城県角田市に「シャトレーゼ角田

店」（グランドオープンは７月）を新規出店致しました。

また、貴金属やブランド品等の買取専門店「買取大吉」を展開する㈱エンパワーと新たに

フランチャイズ契約を締結し、同年12月宮城県仙台市若林区にあるTSUTAYA仙台荒井店内に当

社１号店となる「買取大吉TSUTAYA仙台荒井店」（セグメントは「その他」）を新規出店致し

ました。

シャトレーゼ事業は、売上高は好調であったものの新規出店による費用の増加もあり、増

収減益となっております。

ダイソー事業、コメダ事業、保険事業及び不動産賃貸事業におきましては、売上高は好調

に推移致しました。

カーセブン事業及び宝くじ事業におきましては、売上高は低調に推移致しました。

この結果、当事業年度の状況は、売上高2,402百万円（前事業年度比15.6％増）、セグメン

ト利益（営業利益）は104百万円（前事業年度比7.9％増）となっております。

② 設備投資の状況

　当事業年度中において実施致しました設備投資の総額は1,144百万円（建設仮勘定を除く）

であり、セグメントごとの設備投資について示すと、次の通りであります。

　なお、無形固定資産への投資額につきましては、重要性が乏しいため記載を省略しており

ます。

ａ. イエローハット

　当事業年度の設備投資は、主にイエローハット高萩インター店の新築移転に関わる建物

や、イエローハット各店舗に関わる工具、器具及び備品の取得を行ったものであり、その

総額は597百万円であります。

　なお、重要な除却又は売却はありません。

ｂ. TSUTAYA

　当事業年度の設備投資は、主にTSUTAYA各店舗の工具、器具及び備品の取得を行ったもの

であり、その総額は２百万円であります。

　なお、重要な除却又は売却はありません。

ｃ. アップガレージ

　当事業年度の設備投資は、主にアップガレージ宮城古川店の新規出店に関わる建物や、
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アップガレージ各店舗に関わる工具、器具及び備品の取得を行ったものであり、その総額

は312百万円であります。

　なお、重要な除却又は売却はありません。

ｄ. その他

　当事業年度の設備投資は、主にシャトレーゼ角田店及びシャトレーゼ南相馬店の新規出

店に関わる建物や、その他の事業各店舗に関わる工具、器具及び備品の取得を行ったもの

であり、その総額は229百万円であります。

　なお、重要な除却又は売却はありません。

③ 資金調達の状況

　当事業年度中、当社の所要資金として金融機関より長期借入金700百万円の調達を行ってお

ります。

区 分
第 48 期

(2022年３月期)
第 49 期

(2023年３月期)
第 50 期

(2024年３月期)

第 51 期
(当事業年度)
(2025年３月期)

売 上 高 (千円) 20,891,452 21,801,939 20,997,839 21,908,697

経 常 利 益 (千円) 514,317 436,792 352,663 731,006

当 期 純 利 益 (千円) 265,564 187,334 204,878 334,419

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) 37.64 26.55 29.04 47.40

総 資 産 (千円) 15,464,200 15,911,892 15,886,285 16,368,019

純 資 産 (千円) 6,917,762 7,000,098 7,109,253 7,386,507

１株当たり純資産額 (円) 980.48 992.15 1,007.62 1,046.91

(2) 財産及び損益の状況

当社の財産及び損益の状況

（注）１. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

２. １株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

３. 第48期の当期純利益が前事業年度に比べて減少した理由は、TSUTAYA事業における巣籠需要の反動

及び時短要請による営業時間の短縮、全事業における特別定額給付金支給に伴う需要増の反動影響

及び新型コロナウイルス感染症の感染拡大による客数減少等による売上高の減少、並びに主たる事

業のイエローハット事業において、2022年３月の降雪及び地震による休業に伴い高粗利の夏タイヤ

販売が低調であったこともあり、経費削減により販管費は減少したものの粗利額の減益により、営
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業利益、経常利益及び当期純利益は減益となっております。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第48期の期首

から適用しており、第48期の売上高が19,905千円増加、販売費及び一般管理費は22,368千円増加

し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ2,463千円減少しております。

４．第49期の当期純利益が前事業年度に比べて減少した理由は、主たる事業であるイエローハット事業

における度重なる値上げとそれに伴う駆け込み需要によりタイヤ関連の販売及び車検台数が好調に

推移したこと及び新規事業であるシャトレーゼの新規出店等により売上高は増加したものの、人件

費や電気料金等の上昇及び店舗の新築移転や新規出店等による費用の増加並びに2022年12月の非連

結子会社の清算によるものとなっております。

５．第50期の当期純利益が前事業年度に比べて増加した理由は、前第３四半期累計期間における非連結

子会社の清算に伴う特別損失の計上及び当事業年度におけるTSUTAYAやまとまち店の閉店及び関係

会社株式の売却に伴う特別利益の計上によるものとなっております。

６．第51期（当事業年度）の当期純利益が全事業年度に比べて増加した理由は、イエローハット事業と

アップガレージ事業において、前事業年度末の春商戦が当事業年度にずれ込み、平年並みの降雪量

と気温により主力季節商品であるスタッドレスタイヤと春先の夏タイヤの販売が好調に推移したこ

とによるものとなっております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

　当社に親会社はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

③ その他の重要な企業結合等の状況

㈱イエローハットは、当社の議決権を15.59％所有しており、当社は同社の持分法適用の関

連会社であります。

(4) 対処すべき課題
　当社は、カー用品販売を行うイエローハットを中心に店舗展開をする小売が主となる企業であ
ります。開発投資等がないことから、事業上の課題は財務上の課題とリンクしております。
　当社を取り巻く経営環境として、主たる事業であるイエローハット事業では、10月から12月に
販売がピークになるスタッドレスタイヤ等季節用品の販売による売上高は、他の四半期に比べ著
しく高く、通期業績には、同期間の季節用品の販売動向が大きく影響致します。
これら季節用品は、暖冬か厳冬か、降雪があるか、積雪が程よくあるか等々の天候により販売数
が増減致します。今後の天候を先読みするのは困難ですが、地球温暖化による暖冬の頻度は上昇
するものと捉えております。
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　具体的には、イエローハット事業では、中長期的に各店舗月間車検獲得50台以上を目指すと共
に、自動車整備士の増員をはかって参ります。その他の事業においても、高粗利商品販売の取組
を実施し、労働分配率の引き下げを目指し、商品在庫構成を流行や需要に合わせアップデートし
つつ、スタッフの精鋭化を実施して参ります。

企業価値を高めるため、以下の課題は継続的に実施して参ります。
①　当社の経営理念「他人（ひと）のしあわせが　自分のしあわせ」を実現するために、商売の
基本を徹底して参ります。主なものとしては、整理・整頓・清掃・清潔・躾・先手の挨拶を総
称した「６Ｓ」の徹底を行い、「気付き」を養うことで、接客対応の向上を目指して参りま
す。そうした取り組みにより、安定した顧客作りや内部体制の強化をはかって参ります。

②　当社は、人材確保及び人材育成に関しても、重要な課題と捉えております。少子高齢化と地
方における自家用車の保有台数のギャップ（若年層は減少、保有台数はあまり変動していな
い）がますます大きくなると予想しており、人材確保は社を挙げて注力しております。
また、女性の戦力化にも取り組んで参る所存です。当社における女性幹部社員の状況は、課長
職２名、店長職４名（前事業年度比１名増）、副店長職４名（前事業年度比２名減）となって
おります。中長期的な取り組みとして、女性社員の教育に注力し、幹部社員としての活躍の場
を広げて参ります。

(5) 主要な事業内容（2025年３月31日現在）
　当社は、㈱イエローハット、㈱TSUTAYA等のフランチャイザー本部とフランチャイズ契約を締
結し、フランチャイジーとして、カー用品販売・取付・車検・整備等の「イエローハット」、
書籍・文具雑貨等の販売、ＤＶＤのレンタル等を行う「TSUTAYA」、自動車小売・買取の「カー
セブン」、中古カー用品の買取・販売の「アップガレージ」、ダイソー商品販売の「ダイソ
ー」、コーヒーショップの「コメダ珈琲店」、菓子等販売の「シャトレーゼ」、貴金属やブラ
ンド品等の買取専門店「買取大吉」を運営しております。また、宝くじの販売等を行う「宝く
じ売場」を運営しております。
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事 業 セグメント区分 事 業 内 容

イエローハット イエローハット カー用品販売・取付・車検・整備等

TSUTAYA TSUTAYA 書籍・文具雑貨等の販売、ＤＶＤのレンタル等

アップガレージ アップガレージ 中古カー用品の買取・販売等（一部新品カー用品の取扱）

カーセブン その他 自動車小売・買取

ダイソー その他 ダイソー商品販売

コメダ その他 コーヒーショップ

シャトレーゼ その他 菓子等販売

買取大吉 その他 貴金属、ブランド品等の買取専門店

宝くじ その他 宝くじの販売等

不動産賃貸 その他 不動産賃貸業務

事 業 長野地区 茨城地区 栃木地区 福島地区 宮城地区 岩手地区 合 計

イエローハット 12 16 2 13 32 15 90

TSUTAYA － － － － 5 1 6

アップガレージ － － － 2 5 1 8

カーセブン － － － － 3 － 3

ダイソー － － － 1 4 1 6

コメダ － － － － 1 － 1

シャトレーゼ － － － 1 3 － 4

買取大吉 － － － － 1 － 1

宝くじ － － － － 5 － 5

合計 12 16 2 17 59 18 124

　セグメント区分との関連は、次の通りであります。

　2025年３月31日現在で出店している店舗数は124店舗であり、主たる事業は「イエローハッ
ト」（店舗数90店舗）ですが、イエローハット事業以外にも様々な事業のフランチャイズ契約を
締結し、「メガフランチャイジー」を志向しております。
　当社の主たる出店地域は東北地区であり、福島県、宮城県、岩手県を中心に出店しているほ
か、長野県、茨城県、栃木県にも展開しております。
　各地区における店舗数は以下の通りであります。
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名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

イエローハット飯田店 長野県飯田市 イエローハット水戸南店 茨城県茨城郡

イエローハット伊那店 長野県伊那市 イエローハット水戸中央店 茨城県水戸市

イエローハット諏訪インター店 長野県茅野市 イエローハットひたちなか店 茨城県ひたちなか市

イエローハット岡谷店 長野県岡谷市 イエローハット常陸太田店 茨城県常陸太田市

イエローハット松本村井店 長野県松本市 イエローハット常陸大宮店 茨城県常陸大宮市

イエローハット松本並柳店 長野県松本市 イエローハット日立店 茨城県日立市

イエローハット安曇野店 長野県安曇野市 イエローハット高萩インター店 茨城県高萩市

イエローハット上田原店 長野県上田市 イエローハット北茨城中郷店 茨城県北茨城市

イエローハット川中島店 長野県長野市 イエローハット城南店 栃木県小山市

イエローハット長野東和田店 長野県長野市 イエローハット宇都宮南店 栃木県宇都宮市

イエローハット若槻店 長野県長野市 イエローハット西若松店 福島県会津若松市

イエローハット須坂店 長野県須坂市 イエローハット会津インター店 福島県会津若松市

イエローハット鹿島店 茨城県鹿嶋市 イエローハット喜多方関柴店 福島県喜多方市

イエローハット藤代６号バイパス店 茨城県取手市 イエローハット須賀川東店 福島県須賀川市

イエローハット竜ヶ崎中根台店 茨城県龍ヶ崎市 イエローハット郡山西ノ内店 福島県郡山市

イエローハット石岡店 茨城県石岡市 イエローハット田村店 福島県田村市

イエローハット下妻店 茨城県下妻市 イエローハット二本松油井店 福島県二本松市

イエローハット総和店 茨城県古河市 イエローハット本宮戸崎店 福島県本宮市

イエローハット下館店 茨城県筑西市 イエローハット福島南町店 福島県福島市

イエローハット友部店 茨城県笠間市 イエローハット福島御山店 福島県福島市

(6) 主要な事業所等（2025年３月31日現在）

① 本社

宮城県仙台市太白区西多賀四丁目４番17号

② イエローハット事業
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名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

イエローハット伊達保原店 福島県伊達市 イエローハット吉岡店 宮城県黒川郡

イエローハット原町店 福島県南相馬市 イエローハット加美中新田店 宮城県加美郡

イエローハット相馬店 福島県相馬市 イエローハット古川店 宮城県大崎市

イエローハット白石店 宮城県白石市 イエローハット涌谷店 宮城県遠田郡

イエローハット角田店 宮城県角田市 イエローハット築館店 宮城県栗原市

イエローハット大河原店 宮城県柴田郡 イエローハット登米南方店 宮城県登米市

イエローハット岩沼店 宮城県岩沼市 イエローハット佐沼店 宮城県登米市

イエローハット名取南店 宮城県名取市 イエローハット石巻大街道店 宮城県石巻市

イエローハット名取店 宮城県名取市 イエローハット石巻店 宮城県石巻市

イエローハット長町インター店 宮城県仙台市 イエローハット気仙沼店 宮城県気仙沼市

イエローハット南仙台店 宮城県仙台市 イエローハット一関店 岩手県一関市

イエローハット西多賀店 宮城県仙台市 イエローハット水沢店 岩手県奥州市

イエローハット仙台やまとまち店 宮城県仙台市 イエローハット江刺店 岩手県奥州市

イエローハット仙台バイパス店 宮城県仙台市 イエローハット北上店 岩手県北上市

イエローハット仙台六丁の目店 宮城県仙台市 イエローハット北上インター店 岩手県北上市

イエローハット東仙台店 宮城県仙台市 イエローハット遠野店 岩手県遠野市

イエローハット宮城インター店 宮城県仙台市 イエローハット花巻店 岩手県花巻市

イエローハット長命ヶ丘店 宮城県仙台市 イエローハット盛岡南店 岩手県盛岡市

イエローハット泉加茂店 宮城県仙台市 イエローハット盛岡バイパス店 岩手県盛岡市

イエローハット八乙女店 宮城県仙台市 イエローハット盛岡インター店 岩手県盛岡市

イエローハット泉バイパス店 宮城県仙台市 イエローハット盛岡北店 岩手県盛岡市

イエローハット多賀城店 宮城県多賀城市 イエローハット二戸店 岩手県二戸市

イエローハット利府店 宮城県宮城郡 イエローハット大船渡店 岩手県大船渡市

イエローハットしおがま店 宮城県塩釜市 イエローハット宮古店 岩手県宮古市

イエローハット富谷店 宮城県富谷市 イエローハット久慈店 岩手県久慈市
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主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

TSUTAYA仙台荒井店 宮城県仙台市 TSUTAYA涌谷店 宮城県遠田郡

TSUTAYA利府店 宮城県宮城郡 TSUTAYA築館店 宮城県栗原市

TSUTAYA古川バイパス店 宮城県大崎市 TSUTAYA一関店 岩手県一関市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

アップガレージ会津インター店 福島県会津若松市 アップガレージ仙台八乙女店 宮城県仙台市

アップガレージ二本松店 福島県二本松市 アップガレージ宮城古川店 宮城県大崎市

アップガレージ仙台名取店 宮城県名取市 アップガレージ石巻店 宮城県石巻市

アップガレージ仙台店 宮城県仙台市 アップガレージ盛岡インター店 岩手県盛岡市

名 称 所 在 地 名 称 所 在 地

カーセブン大河原店 宮城県柴田郡 シャトレーゼ南相馬店 福島県南相馬市

カーセブン仙台柳生店 宮城県仙台市 シャトレーゼ角田店 宮城県角田市

カーセブン古川店 宮城県大崎市 シャトレーゼ南仙台店 宮城県仙台市

ダイソー南相馬原町店 福島県南相馬市 シャトレーゼ築館店 宮城県仙台市

ダイソー角田店 宮城県角田市 買取大吉　TSUTAYA仙台荒井店 宮城県仙台市

ダイソー仙台柳生店 宮城県仙台市 宝くじ売場　岩沼店 宮城県岩沼市

ダイソー多賀城店 宮城県多賀城市 宝くじ売場　西多賀店 宮城県仙台市

ダイソー古川バイパス店 宮城県大崎市 宝くじ売場　宮城インター店 宮城県仙台市

ダイソー水沢店 岩手県奥州市 宝くじ売場　多賀城店 宮城県多賀城市

コメダ珈琲店利府店 宮城県宮城郡 宝くじ売場　しおがま店 宮城県塩釜市

③ TSUTAYA事業

④ アップガレージ事業

⑤ その他事業
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使用人の状況、主要な借入先の状況

従 業 員 数 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

885（212）人 38.5歳 11.7年

セ グ メ ン ト の 名 称 従 業 員 数

イエローハット 802 （60）人

TSUTAYA 8 （49）

アップガレージ 39 （11）

その他 17 （88）

管理部門（共通） 19 （4）

合　　　計 885 （212）

(7) 従業員の状況（2025年３月31日現在）

（注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマーを含みます。）は、年間の平均人員の小数

点以下第１位を四捨五入し（　）外数で記載しております。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 1,340,000千円

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 495,000

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 480,442

株 式 会 社 青 森 み ち の く 銀 行 310,036

株 式 会 社 仙 台 銀 行 300,000

株 式 会 社 北 海 道 銀 行 240,000

株 式 会 社 山 形 銀 行 213,316

株 式 会 社 岩 手 銀 行 200,000

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 200,000

株 式 会 社 秋 田 銀 行 186,654

(8) 主要な借入先の状況（2025年３月31日現在）

－ 15 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

株式の状況

(1) 発行可能株式総数 15,000,000株

(2) 発行済株式の総数 7,275,500株（自己株式220,000株を含む。）

(3) 株主数 7,951名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

伊 藤 信 幸 1,128千株 15.99％

株 式 会 社 イ エ ロ ー ハ ッ ト 1,099 15.59

ホ ッ ト マ ン 従 業 員 持 株 会 544 7.71

株 式 会 社 幸 栄 企 画 350 4.96

ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社 250 3.54

株 式 会 社 ヨ コ ハ マ タ イ ヤ ジ ャ パ ン 250 3.54

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 160 2.27

株 式 会 社 七 十 七 銀 行 150 2.13

株 式 会 社 日 専 連 ラ イ フ サ ー ビ ス 135 1.91

株 式 会 社 ウ ェ ッ ズ 100 1.42

２. 株式の状況（2025年３月31日現在）

(4) 大株主

（注）１. 当社は、自己株式を220千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しておりま

す。

２. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 新株予約権等の状況

　該当事項はありません。

－ 16 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

会社役員の状況

会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 伊 藤 信 幸

専 務 取 締 役 柳 田 　 聡 管理本部長

取 締 役 伊 藤 忠 行 営業本部長

取 締 役 出 田 末 喜

取 締 役 今 野 明 夫 コセキ㈱　顧問

常 勤 監 査 役 早 坂 英 男

監 査 役 鈴 木 秀 総

おおさき総合法律会計事務所

株式会社中央会計企画　代表取締役

グラントマト株式会社　監査役

監 査 役 渡 邉 正 法
㈱鮨勘フーズ　取締役
㈱アミノ　専務取締役

３. 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況（2025年３月31日現在）

（注）１．取締役出田末喜氏及び今野明夫氏は、社外取締役であります。

２．監査役鈴木秀総氏及び渡邉正法氏は、社外監査役であります。

３．取締役今野明夫氏は金融機関の出身者、監査役鈴木秀総氏は公認会計士の資格を有しており、財

務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

４．2024年６月28日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって、金濱明雄氏は取締役を退任致しま

した。

５．2024年６月28日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって、永山雅敏氏は監査役を退任致しま

した。

６．2024年７月15日をもって、山崎克宏氏は取締役を辞任致しました。なお、退任時における担当

は、営業副本部長でありました。

７. 当社は、取締役出田末喜氏、取締役今野明夫氏、監査役鈴木秀総氏及び監査役渡邉正法氏を東京

証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役並びに各監査役との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法

令に定める要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を

限定するものとする契約を締結しております。

(3) 補償契約の内容の概要等

　当社は、取締役 伊藤信幸氏、柳田聡氏、伊藤忠行氏、出田末喜氏、今野明夫氏、監査役 早坂

英男氏、鈴木秀総氏及び渡邉正法氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を
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会社役員の状況

締結しており、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補

償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損

なわれないようにするため、罰金、課徴金及び役員が会社に対して支払う損害賠償金が発生した

場合には補償の対象としないこととしております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締

結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は記名法人の役員（取締役）であり、被保険者

は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者が会社役員としての業務につき行

った行為に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害が塡

補されることとなります。

(5) 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる

決定方針を決議しております。

　また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決

定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確

認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

ａ. 基本報酬に関する方針

　原則として各人の役職、在勤年数等を総合的に勘案し、株主総会で決議された範囲内で取締

役会において協議のうえ、個々の配分額を決定しております。

ｂ. 業績連動報酬等に関する方針

　原則としてありません。

ｃ. 非金銭報酬等に関する方針

　原則としてありません。

ｄ. 報酬等の割合に関する方針

　取締役会において協議のうえ、個々の配分額を決定しております。

ｅ. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

・基本報酬　毎月付与しております。

・退職慰労金　株主総会の決議を経て最後の基本報酬付与後に付与しております。

ｆ. 報酬等の決定の委任に関する事項

原則としてありません。
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会社役員の状況

区 分
対 象 と な る
役 員 の 員 数

（人）

報酬等の総額
（千円）

報酬等の種類別の総額（千円）

基 本 報 酬
役 員 退 職 慰 労
引 当 金 繰 入 額

取 締 役
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

7
（3）

55,708
（1,250）

51,650
（1,250）

4,058
（－）

監 査 役
（ う ち 社 外 監 査 役 ）

4
（3）

7,439
（1,850）

7,250
（1,850）

189
（－）

合 計
（ う ち 社 外 役 員 ）

11
（6）

63,147
（3,100）

58,900
（3,100）

4,247
（－）

ｇ. 上記のほか報酬等の決定に関する事項

・取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会決議により決定しております。

・役員賞与は、原則としてありません。

・役員退職慰労金は、規則に従い算定し、株主総会の決議を経て取締役退任時に支給致しま

す。なお本慰労金は常勤者に支給することと致します。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には、2024年６月28日開催の第50回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役１名、

社外監査役１名及び2024年７月15日に辞任した取締役１名を含んでおります。

２. 当事業年度末の取締役の員数は５名（うち社外取締役は２名）、監査役の員数は３名（うち社外

監査役は２名）であります。

３. 取締役の金銭報酬の額は、2014年１月15日開催の臨時株主総会において年額200百万円以内と決議

しております。（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）当該株主総会終結時点の取締

役の員数は、５名（うち、社外取締役は１名）です。

４. 監査役の金銭報酬の額は、2014年１月15日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議

しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

ハ. 社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

(6) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

　取締役今野明夫氏は、コセキ㈱に所属しております。当社と兼職先との間には特別の関係

はありません。

　監査役鈴木秀総氏は、おおさき総合法律会計事務所、㈱中央会計企画及びグラントマト㈱

に所属しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
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会社役員の状況

出席状況、発言状況及び

期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 出 田 末 喜

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回（92.9％）に出席致し
ました。

建設業における長期の職務経験と豊富な知識を活かし、主に建設・採用

に関する意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確

保するための助言・提案を行っております。

取 締 役 今 野 明 夫

2024年６月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回全てに

出席致しました。

金融機関における長期の職務経験と豊富な知識を活かし、コンプライア

ンス等の見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適

正性を確保するための助言・提案を行っております。

出席状況及び発言状況

監 査 役 鈴 木 秀 総

当事業年度に開催された取締役会、監査役会14回のうち12回（85.7％）
に出席致しました。

監査法人における公認会計士としての長期の職務経験と、法律及び会計

事務等の専門的な知識を活かし、当社の財務並びにその計画について意

見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため

の発言を行っております。また、監査役会においても、同様に適宜発言

を行っております。

監 査 役 渡 邉 正 法

2024年６月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会、監査役会

10回のうち９回（90.0％）に出席致しました。

主に飲食業界における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な知

識を活かし、管理及び営業施策等に関する意見を述べるなど、取締役会

の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。

また、監査役会においても、同様に適宜発言を行っております。

　監査役渡邉正法氏は、㈱鮨勘フーズ及び㈱アミノに所属しております。当社と兼職先との

間には特別の関係はありません。

② 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係

　該当事項はありません。

③ 当事業年度における主な活動状況

・社外取締役

・社外監査役

－ 20 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

会計監査人の状況

内　　　　容 報 酬 等 の 額

当社が支払うべき公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の

額
29,500千円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 29,500

４. 会計監査人の状況
(1) 名称　　　　　　　　　　有限責任監査法人トーマツ

(2) 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の

監査報酬等の額を明確にしておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査

人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠

などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額につい

て同意の判断を致しました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合

は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定致します。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、

監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査役会が選定した監査

役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報

告致します。

　なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断し

た場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求

し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定致します。
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５. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

（1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容

　会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する取締役会決議の内容の概要は以下の

通りであります。

ａ. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役は、コンプライアンスの確立が経営の根幹であることを深く自覚し、コンプライアン

スに関する諸規程を率先して誠実に遵守する。また、『法令及び定款もしくは社内規程に違

反する行為又は不正な行為（以下、「法令等違反行為」という。）』に対する取締役及び使

用人の懲戒等の厳正化により、取締役及び使用人一人ひとりの自覚・自律性を高め、コンプ

ライアンスの徹底をはかることとする。

・管理本部は、各部門のコンプライアンス活動を指導し、内部監査室は、各部門との連携を通

じて、内部監査の実効性を確保する。

・当社の業務が適正に行われているか否かを、効果的かつ継続的にモニタリングするために、

内部監査室を設置し、内部監査を実施する。

・社内における、組織又は個人による法令等違反行為に関する相談・通報を受け付ける社内通

報制度を設置する。

・取締役は、重大な法令等違反行為に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に

報告すると共に、遅滞なく取締役会において報告する。

使用人が重大な法令等違反行為に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに管理本部長

に報告し、管理本部長は直ちに監査役に報告すると共に、遅滞なく取締役会において報告す

る。

・管理本部は、内部監査室と連携し、当社における法令等違反行為の原因究明、再発防止策の

策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて営業本部と連携し、再発防止策

の展開等の活動を推進する。

・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると共に、これ

ら反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とし

た態度で対応する。

ｂ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・取締役の職務の執行の適正に対する事後的なチェックを可能にすることを目的として、取締

役会議事録等の取締役の職務執行に係る文書を社内規則に則り保存及び管理する。

・取締役及び使用人の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文

書取扱規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。

－ 22 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当の決定に関する方針

・株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書

類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧すること

ができるよう検索可能性の高い方法で保存、管理する。

・個人情報については、法令及び「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理する。

ｃ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・営業本部及び管理本部は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべき

リスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し適切にリスク管理を実施す

る。

・管理本部は、営業本部が行うリスク管理を支援し、全社のリスク管理状況を横断的に確認す

る。

・営業本部及び管理本部は、自部門の業務の適正又は効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出

し、適切にリスク管理を実施する。

・内部監査室は、営業本部及び管理本部が実施するリスク管理が体系的かつ効果的に行われる

よう必要な支援、調整及び指示を行う。

・経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、経

営会議において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において審議す

る。

・営業本部及び管理本部は、当社の事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリス

クの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係する管理本部担当者及び内部監査室にそ

の状況を報告すると共に、特に重要なものについては、取締役及び監査役に報告する。

・大規模な事故、災害、不祥事等の緊急時の対応については、事業継続性を含めた有事の管理

体制を整備する。

ｄ. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、原則として月１回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営の執

行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、業務執行状況を監

督する。

・取締役会は、当社の中期経営計画並びに年度予算を決定し、その執行状況を監督する。

・取締役の職務執行状況については、適宜、取締役会に対して報告する。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、「職務分掌規程」「職務権限規程」におい

て、それぞれの責任者及び責任の範囲、執行手続きの詳細について定める。
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ｅ. 当社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体

制

・子会社の一部の取締役は当社の取締役等の兼務又は当社取締役会で指名したものとし、当社

経営会議に出席することで、グループ内での方針・情報の共有化と伝達を効率的に実施す

る。

・グループ全体のコーポレートガバナンスを実践するために、本社各部門はグループ全体の内

部統制システム構築の指導・支援を実施すると共に、適法・適正で効率的な事業運営を管

理・監査する。

・内部監査室は当社及び子会社の内部監査を実施し、業務の改善策の指導、実施の支援・助言

を行う。

ｆ. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する

事項

・監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、監査役は管理本部長と

協議し、必要な期間、必要な人員を配置する。

ｇ. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

・管理本部長は、監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、及び懲戒処分に当

たっては、監査役と事前に協議を行う。

ｈ. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

・監査役の職務を補助すべき使用人については、監査役の必要とする期間におけるその他の業

務等の軽減又は管理本部への人事異動を行い、その実効性の確保を行う。

ⅰ. 取締役及び使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制

・取締役は、監査役会に対して、法令等違反行為に関する報告・連絡・相談の状況を速やかに

報告する体制を整備する。

・取締役及び使用人は、監査役から要求があり次第、自らの業務執行状況を報告する。

・代表取締役は、監査役との意思疎通をはかるため、定期的な会合を持つものとする。

・重要な決裁書類は、監査役の閲覧に供する。

ｊ. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを

確保するための体制

・報告者が、監査役への報告により不利な処遇、評価を受けることを禁じる。ただし、虚偽報

告に関しては、監査役と協議のうえ、法令及び定款並びに社内規程に従い処遇を決めるもの

とする。
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・監査役は、報告者が監査役への報告により不利な処遇、評価を受けていると認識した場合

は、顧問弁護士と連携し、会社側へ対し当該処遇の改めを求めるものとする。

ｋ. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ

いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

・監査役の職務の執行について生ずる費用のうち、「旅費規程」に該当するものは、同規程に

準じて前払又は償還を行う。

・上記を除く当該費用に関しては、管理本部長と協議のうえ、前払又は償還を行う。

・監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に関しては、当社を健全に維持する

ための必要経費であり、当社が負担するものとする。

ｌ. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議に出席する。

・監査役に対しては、必要に応じた書類の閲覧を提供する。

・監査役は、随時経理システム等の社内情報システムの情報を閲覧することができる。

・監査役は、月１回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状

況等について情報交換及び協議を行うと共に、会計監査人から定期的に会計監査に関する報

告を受け、意見交換を行う。

ｍ. 財務報告の適正性を確保するための体制

・内部監査室は、当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のあ

る国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。

・当社の各部門は、自らの業務の遂行に当たり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等

を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。

－ 25 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

業務の適正を確保するための体制、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当の決定に関する方針

（2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

　当社では、以下の具体的な取り組みを行っております。

①　主な会議の開催状況として取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保

し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるため、当社と利害関係を有しない社外

取締役である出田末喜氏が当事業年度に開催された14回中13回、今野明夫氏は2024年６月

に就任以来開催された10回全てに出席致しました。その他、監査役会も14回開催致しました。

　各会議体において、業務執行、コンプライアンスの状況及び評価に関する意見交換がな

されており、意思決定及び監督の実効性は確保されております。

②　監査役は、監査役会において定めた監査方針・計画に基づき監査を行うと共に、当社代

表取締役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交

換等の連携をはかっております。

③　内部監査室は、内部監査室重点方針に基づき、当社の各部門の業務執行及び業務監査、

内部統制監査の実施、金融商品取引法等に基づく財務報告に係る内部統制システムの整備

及び運用状況の監査を実施しております。

６. 会社の支配に関する基本方針
該当事項はありません。

７. 剰余金の配当等の決定に関する方針
(1) 利益配分に関する基本方針

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留

保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

当社は、定款に中間配当を行うことができる旨を定めておりますが、剰余金の配当は当面

「期末のみの年１回」を基本的な方針としており、会社法第459条の規定に基づき取締役会の決

議によって剰余金の配当を行うことができる旨を定めております。

また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行

するために、財務状況、株価の動向を勘案しながら適切に実施して参ります。

(2) 当事業年度の配当

当事業年度の配当につきましては、当期純利益が増益であったものの、利益配当に関する基

本方針に従い、前事業年度同様に年間配当として１株当たり10円（中間配当は行っておりませ

んので、全額期末配当となります。）とさせていただきます。

なお、当事業年度における自己株式の取得はありません。
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科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資  産  の  部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

商 品

貯 蔵 品

前 払 費 用

未 収 入 金

そ の 他

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

長 期 預 金

敷 金 及 び 保 証 金

リ ー ス 投 資 資 産

そ の 他
　

7,782,414

1,175,427

743,603

5,417,477

3,064

127,663

297,449

17,729

8,585,604

6,261,003

2,859,274

360,050

36,867

454,992

2,549,817

20,677

2,303,923

345,563

408

33,051

913,647

34,700

972,696

3,626

230
　

（ 負  債  の  部 ）
流 動 負 債 6,143,396

買 掛 金 1,013,906
短 期 借 入 金 3,250,000
１年内返済予定の長期借入金 429,988
未 払 金 234,678
未 払 費 用 411,634
未 払 法 人 税 等 209,942
未 払 消 費 税 等 98,023
前 受 金 66,958
預 り 金 29,962
賞 与 引 当 金 99,166
契 約 負 債 291,670
そ の 他 7,464

固 定 負 債 2,838,115
長 期 借 入 金 820,460
退 職 給 付 引 当 金 1,612,165
役員退職慰労引当金 170,355
資 産 除 去 債 務 185,812
長期預り敷金保証金 49,322

負 債 合 計 8,981,511
（ 純 資 産 の 部 ）

株 主 資 本 7,292,326
資 本 金 1,910,645
資 本 剰 余 金 500,645
資 本 準 備 金 500,645

利 益 剰 余 金 4,989,416
利 益 準 備 金 42,692
そ の 他 利 益 剰 余 金 4,946,723
圧 縮 記 帳 積 立 金 58,249
別 途 積 立 金 1,230,000
繰 越 利 益 剰 余 金 3,658,474

自 己 株 式 △108,380
評 価 ・ 換 算 差 額 等 94,181

その他有価証券評価差額金 94,181

純 資 産 合 計 7,386,507

資 産 合 計 16,368,019 負 債 純 資 産 合 計 16,368,019

貸　借　対　照　表

（2025年３月31日現在）
（単位：千円）
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損益計算書

（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

科 目 金 額

売 上 高 21,908,697

売 上 原 価 11,903,431

売 上 総 利 益 10,005,266

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,343,658

営 業 利 益 661,608

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,312

受 取 配 当 金 8,502

受 取 手 数 料 19,052

受 取 保 険 金 16,488

受 取 報 奨 金 9,362

産 業 廃 棄 物 収 入 23,903

そ の 他 20,156 99,779

営 業 外 費 用

支 払 利 息 27,931

そ の 他 2,449 30,381

経 常 利 益 731,006

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 30 30

特 別 損 失

減 損 損 失 214,687

固 定 資 産 除 却 損 136

投 資 有 価 証 券 評 価 損 230 215,054

税 引 前 当 期 純 利 益 515,982

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 181,723

法 人 税 等 調 整 額 △161 181,562

当 期 純 利 益 334,419

損　益　計　算　書

（単位：千円）
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株主資本等変動計算書

（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資 本 準 備 金
資 本 剰 余 金

合 計
利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

圧 縮 記 帳
積 立 金

別 途
積 立 金

当 期 首 残 高 1,910,645 500,645 500,645 42,692 62,240 1,230,000

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当

当 期 純 利 益

圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 △3,991

株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

当 期 変 動 額 合 計 － － － － △3,991 －

当 期 末 残 高 1,910,645 500,645 500,645 42,692 58,249 1,230,000

株 主 資 本 評価・換算差額等

純資産合計

利 益 剰 余 金

自 己

株 式

株 主

資 本

合 計

その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算 差 額
等 合 計

その他利
益剰余金

利 益

剰 余 金

合 計
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 3,390,617 4,725,551 △108,380 7,028,461 80,791 80,791 7,109,253

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △70,555 △70,555 △70,555 △70,555

当 期 純 利 益 334,419 334,419 334,419 334,419

圧 縮 記 帳 積 立 金 の 取 崩 3,991 － － －

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 13,389 13,389 13,389

当 期 変 動 額 合 計 267,856 263,864 － 263,864 13,389 13,389 277,254

当 期 末 残 高 3,658,474 4,989,416 △108,380 7,292,326 94,181 94,181 7,386,507

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表

個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用しております。

市場価格のない株式等

　移動平均法による原価法を採用しております。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品

　主として売価還元法による低価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物　　　　　　　　10～28年

構築物　　　　　　　10～20年

車両運搬具　　　　　２～６年

工具、器具及び備品　４～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

　契約期間等に応じた均等償却を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

② 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しており

ます。
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③ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しており

ます。

退職給付見込額の期間帰属方法

　退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法につ

いては、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して

おります。

④ 役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義

務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。

①　カー用品関連

　カー用品関連においては、主にカー用品の販売及びカー用品の取付、車検、整備等のサービスの提

供を実施しております。このような商品の販売及びサービスの提供については、顧客に商品を引き渡

した時点または顧客に役務提供を完了した時点で収益を認識しております。

②　書籍関連

　書籍関連においては、主にコミック、雑誌、ビジネス書等の販売を実施しております。このような

商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。

③　その他

　その他においては、主に文具雑貨、ゲーム関連等の販売及びコーヒー等お食事のサービスの提供を

実施しております。このような商品の販売及びサービスの提供については、顧客に商品を引き渡した

時点または顧客に役務提供を完了した時点で収益を認識しております。

　また、ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用については、リース料受取時に売上高と売上原

価を計上する方法を採用しております。

２. 会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

(1) 計算書類に計上した金額

　当社はイエローハット、TSUTAYA、アップガレージなどのフランチャイジー事業を営むために日本国内

に124店舗有しており、当事業年度の貸借対照表に計上されている有形固定資産（6,261,003千円）及び無

形固定資産（20,677千円）のうち、イエローハット事業、TSUTAYA事業及びアップガレージ事業の店舗の

土地建物や器具備品等の事業資産をそれぞれ4,411,020千円、223,615千円及び663,571千円計上しており

ます。
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定期預金 20,000千円

建物 232,818

土地 527,689

計 780,508

買掛金 83,510千円

短期借入金 410,000

長期借入金（１年内返済予定分を含む） 575,000

計 1,068,510

(2) その他の情報

①　算出方法

　当社の事業資産における減損判定のグルーピングは店舗を基本単位とし、店舗の主要な資産の残存耐

用年数に基づき将来キャッシュ･フローの見積期間を算定しております。

　イエローハット事業、TSUTAYA事業及びアップガレージ事業の事業資産の金額には、営業活動から生

じる損益が継続してマイナスであるために、減損の兆候が識別された店舗が含まれております。

　兆候が識別された店舗のうち５店舗は、当該店舗から得られる割引前将来キャッシュ･フローの見積

額の総額が帳簿価額を下回るため、正味売却価額又は使用価値を回収可能価額として減損損失 214,687

千円を認識しておりますが、その他の店舗につきましては当該割引前将来キャッシュ･フローが帳簿価

額を上回るため、減損損失を認識しないと判断しております。

②　主要な仮定

　この割引前将来キャッシュ･フローの見積りにおいては、取締役会の承認を得た年度予算を前提とし

て、各セグメントおよび各店舗の固有の事情を加味して見積っております。

　イエローハット事業においては、出店地域の自動車保有台数などの市場データ、当該店舗や類似店舗

の過去実績、競合の動向及び車検等サービス販売強化の実行可能性を考慮して見積っており、来店客数

の成長率及びサービス販売の成長率を主要な仮定として算定しております。

　TSUTAYA事業においては、過去実績をもとに出店地域における消費者の購買行動の変化や出店年数等

を考慮して見積っており、来店客数の成長率を主要な仮定として算定しております。

　アップガレージ事業においては、出店地域の自動車販売台数などの市場データ、過去実績をもとに出

店地域における消費者の購買行動の変化を考慮して見積っており、中古カー用品の買取客数の成長率を

主要な仮定として算定しております。

③　翌年度の計算書類に与える影響

　これらの見積りにおいて用いた仮定において、出店地域の消費者行動の変化及び競合他社の動向等の

経営環境の悪化により、割引前将来キャッシュ･フローの見直しが必要となった場合には、翌事業年度

において減損損失を認識する可能性があります。

３. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務
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(2) 有形固定資産の減価償却累計額 6,794,387千円

① 短期金銭債権 476,449千円

② 長期金銭債権 218,215

③ 短期金銭債務 833,356

関係会社との取引高

営業取引による取引高

仕入高 8,440,861千円

販売費及び一般管理費 1,456,648

普通株式 7,275,500株

普通株式 220,000株

決 議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 4年５月2 4日
取 締 役 会

普 通 株 式 70,555 10 2024年３月31日 2024年６月10日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5年５月2 7日
取 締 役 会

普通株式 利益剰余金 70,555 10 2025年３月31日 2025年６月６日

(3) 関係会社に対する金銭債権及び債務

４. 損益計算書に関する注記

５. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

(2) 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

６. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　資金運用については短期的な預金等を中心に行っております。また、設備投資計画に照らして必要な

資金、短期的な運転資金を金融機関からの借入により調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

　投資有価証券は株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに、非上場株式については発

行会社の信用リスクに晒されております。

　敷金及び保証金は、主に営業用店舗を賃借するために支払われたものであり、契約先の信用リスクに
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貸借対照表計上額
（千円）

時価
（千円）

差額
（千円）

(1) 投資有価証券及び関係会社株式

その他有価証券 312,773 312,773 －

(2) 敷金及び保証金 972,696 928,973 △43,772

資産計 1,285,469 1,241,747 △43,772

(1) 長期借入金 1,250,448 1,241,827 △8,620

負債計 1,250,448 1,241,827 △8,620

区分
貸借対照表計上額

（千円）

非上場株式 33,199

晒されております。

　買掛金については、ほとんどが１ヵ月以内の支払期日であります。

　借入金の使途は、運転資金（主に短期借入金）及び設備投資資金（主に長期借入金）であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

ａ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　投資有価証券の非上場株式については定期的に発行会社の財務状況等の把握を行っております。

　敷金及び保証金については、その契約に当たって事前に信用調査を行い、リスクの軽減をはかって

おります。

ｂ. 市場リスク（株価や金利等の変動リスク）の管理

　投資有価証券の上場株式については、定期的に時価の把握を行っております。

ｃ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　管理本部において、適時に資金繰り計画を作成・更新すると共に、手元流動性の維持などにより流

動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価

額が含まれております。当該価額の算定については、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件

等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2025年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。

（注）１. 「現金及び預金」については、現金であること及び預金が短期間で決済されるため、時価は帳簿価

額に近似することから、記載を省略しております。

２. 「買掛金」及び「短期借入金」については短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似する

ことから、記載を省略しております。

３. 市場価格のない株式等は「(1)　投資有価証券及び関係会社株式」には含まれておりません。当

該金融商品の貸借対照表計上額は以下の通りであります。

４. 長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。
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時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券及び関係会社株式

その他有価証券

株式 312,773 － － 312,773

資産計 312,773 － － 312,773

時価（千円）
レベル１ レベル２ レベル３ 合計

敷金及び保証金 － 928,973 － 928,973

資産計 － 928,973 － 928,973

長期借入金 － 1,241,827 － 1,241,827

負債計 － 1,241,827 － 1,241,827

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレ

ベルに分類しております。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該

時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算出した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の

算定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれ

ぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産

②　時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券及び関係会社株式

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、そ

の時価をレベル１の時価に分類しております。

敷金及び保証金

　これらの時価は、一定の期間ごとに、当該債権の残存期間及び国債利回り等の適切な指標をもと

に、割引現在価値法により算出しており、レベル２の時価に分類しております。

長期借入金

　長期借入金には、１年内返済予定の長期借入金を含めております。

　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率をもと

に、割引現在価値法により算出しており、レベル２の時価に分類しております。
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個別注記表

繰延税金資産

商品 171,702千円

退職給付引当金 505,105

有形固定資産 240,216

未払事業税 20,245

役員退職慰労引当金 53,410

資産除去債務 58,270

賞与引当金 30,325

その他 41,725

繰延税金資産小計 1,121,002

評価性引当額 △142,253

繰延税金資産合計 978,749

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △30,886

資産除去債務に対応する除去費用 △7,522

圧縮記帳積立金 △26,566

建設協力金 △125

繰延税金負債合計 △65,102

繰延税金資産の純額 913,647

種類 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者

との関係
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

その他

の関係

会社

㈱イエローハ

ット

（被所有）

直接　15.6％

（所有）

直接　 0.0％

フランチャイザ

ー仕入先
商品の仕入 8,440,861

買掛金 767,155

未収入金 119,181

クレジット債権

の回収等

債権回収高 7,442,329
売掛金 357,267

カード取扱手数料 231,954

土地建物の賃借 賃借料の支払 420,371

前払費用 38,407

長期前払費用 67

敷金及び保証金 218,215

７. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

８. 関連当事者との取引に関する注記

親会社及び法人主要株主等

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場価格等を参考にして、価格交渉の上で決定しております。

２. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。
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個別注記表

報告セグメント
その他

（注）
合計イエロー

ハット
TSUTAYA

アップ

ガレージ
計

売上高

カー用品 16,918,246 － 1,121,040 18,039,286 － 18,039,286

書籍 － 737,917 － 737,917 － 737,917

その他 － 728,986 － 728,986 2,322,297 3,051,284

顧客との契約

から生じる収益

16,918,246 1,466,903 1,121,040 19,506,190 2,322,297 21,828,488

その他収益 － － － － 80,209 80,209

外部顧客への

売上高

16,918,246 1,466,903 1,121,040 19,506,190 2,402,507 21,908,697

当事業年度
（千円）

契約負債（期首残高） 415,222

契約負債（期末残高） 291,670

(1) １株当たり純資産額 1,046円91銭

(2) １株当たり当期純利益 47円40銭

９. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

単位：千円

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、カーセブン事業、ダイソー

事業、コメダ事業、シャトレーゼ事業、買取大吉事業、不動産賃貸事業及び保険収入等を含んでおりま

す。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

「１．重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「(5）収益及び費用の計上基準」に記載の通りであり

ます。

(3) 当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

　契約負債の残高等

10. １株当たり情報に関する注記

11. その他の注記

記載金額の表示

　記載金額のうち、千円単位のものは千円未満を切り捨てて表示しております。

－ 37 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 後 藤 英 俊

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 福 士 直 和

独立監査人の監査報告書
2025年5月16日

株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン

取 締 役 会 　 御 中

有限責任監査法人トーマツ

　　　仙　台　事　務　所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ホットマンの2024年4月1日から2025年3月
31日までの第51期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその
他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の
記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実
を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること
にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専
門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した

監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎と
なる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め
られるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書にお
いて計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適
切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、
監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等
が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内
部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した
こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策
を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその
内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

　当監査役会は、2024年４月１日から2025年３月31日までの第51期事業年度の取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下
のとおり報告致します。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果

について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(２)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めると共に、以下の方法で監査を実施しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な
事業所において業務及び財産の状況を調査致しました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行
規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該
決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等か
らその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見
を表明致しました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
すると共に、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため
の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」
（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応
じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）について検討致しました。

監査役会の監査報告
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監査役会の監査報告

２. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2025年５月26日

株 式 会 社 ホ ッ ト マ ン 　 監 査 役 会

常 勤 監 査 役 早 坂 英 男 ㊞

社 外 監 査 役 鈴 木 秀 総 ㊞

社 外 監 査 役 渡 邉 正 法 ㊞
　

以　上

－ 41 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

い

伊

 

　
とう

藤　 
のぶ

信

 

　
ゆき

幸

(1950年１月１日)

1975年１月 当社設立

代表取締役（現任）

2015年12月 株式会社多賀城蔦屋書店

代表取締役社長

2016年10月 株式会社多賀城蔦屋書店

代表取締役社長退任、現在に至る

1,128,030株

２

い

伊

 

　
とう

藤　

 

 
ただ

忠

 

　
ゆき

行

(1974年３月10日)

1998年10月 当社入社

2007年４月 管理本部課長

2009年12月 第２営業本部部長

2010年７月 営業本部営業部長

2013年２月 管理本部統括部長

2015年11月 営業本部営業部長

2017年１月 管理本部長

2018年６月 取締役管理本部長

2021年４月 取締役営業本部長

2021年４月 取締役管理本部長

2022年10月　取締役営業本部長、現在に至る

12,260株

３
※
くま

熊

 

　

 

 
がい

谷

 

 

 

 

 

　

 

　
たく

拓
（1976年７月７日)

1997年４月　当社入社

2009年４月　第１営業本部部長

2011年４月　営業本部営業部長、現在に至る

4,000株

４
※
もん

門

 

　
でん

田

 

　

 

 
とし

敏

 

　
のり

則
（1975年７月21日）

1996年１月　当社入社

2017年４月　営業本部営業部長、現在に至る 17,700株

株主総会参考書類

第１号議案　取締役７名選任の件

　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制強

化のため２名を増員し、社外取締役２名を含む取締役７名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次の通りであります。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

５
※

お

小

 

　
の

野

 

　

 

 
しん

信

 

　
や

哉
（1979年１月24日）

2001年３月　当社入社

2022年４月　管理本部管理部長、現在に至る 13,400株

６

こん

今

 

　
の

野

 

　

 

 
あき

明

 

　
お

夫
（1957年４月19日）

1976年４月　株式会社七十七銀行入行

2011年６月　株式会社日専連ライフサービス出向

2012年４月　株式会社七十七銀行退行

2012年６月　株式会社日専連ライフサービス　取締役

2014年６月　同社　常務取締役

2022年６月　同社　退社

2022年７月　コセキ株式会社入社　顧問（現任）

2024年６月　当社　社外取締役、現在に至る

100株

７
※
おお

大 
く

久 
ぼ

保

 

　
ひろ

弘 
こ

子
（1958年11月２日）

1977年５月　明治生命保険相互会社入社

1977年８月　五十嵐物産株式会社入社

1979年６月　桑原会計事務所入所

1993年12月　株式会社三森コーポレーション入社

1999年12月　同社　監査役

2001年12月　同社　取締役

2005年12月　同社　常務取締役

2006年５月　株式会社光社設立

　　　　　　同社　取締役

2016年９月　株式会社三森コーポレーション

　　　　　　同社　代表取締役

2022年12月　同社　代表取締役会長

2024年１月　同社　相談役、現在に至る

100株

(注）１．※印は、新任の取締役候補者であります。

２．各候補者並びに今野明夫氏が所属するコセキ㈱と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．社外取締役候補者を除く各候補者の選任理由は次の通りであります。

(1) 伊藤信幸氏は、当社の取締役として長年に亘り当社の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献し

ております。その実績、能力、フランチャイズビジネスにおける長い経験と企業経営者としての豊

富な経験と共に人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者と致しました。

(2) 伊藤忠行氏は、当社で営業、管理、経営企画領域の業務を担当するなど豊富な経験と幅広い見識を

有し、2018年６月より当社の取締役を務めており、当社における経営戦略の策定・推進に適切な人

材であると判断したため、同氏を引き続き取締役候補者と致しました。

(3) 熊谷拓氏は、現在、当社営業本部の営業部長として、店舗指導、広告等の販売促進担当に加え全事
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業の商品管理、備品管理部門に関わっており、幅広く豊富な経験を有することから、営業戦略の策

定・推進に適切な人材であると判断したため、取締役候補者と致しました。

(4) 門田敏則氏は、現在、当社営業本部の営業部長として、店舗指導、サービス担当（車検等カーメン

テナンス部門、車検指定工場化の推進）、全事業の研修教育担当に関わっており、豊富な経験を有

することから、営業戦略の策定・推進に適切な人材であると判断したため、取締役候補者と致しま

した。

(5) 小野信哉氏は、現在、当社管理本部の管理部長として、経営企画担当、ＩＲ関連、採用関係、シス

テム関係等の管理全般の業務に関わっており、幅広い経験を有することから、経営戦略の策定・推

進に適切な人材であると判断したため、取締役候補者と致しました。

４. 今野明夫氏は、社外取締役候補者であります。
(1) 同氏を、社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、金融機関における長期の職務

経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していることから、社外取締役として中立な立場から
有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断したためであります。また、同氏が選任された
場合は、資金繰り等の金融関連並びにコンプライアンス等に対し、独立した立場から関与していた
だく予定です。

(2) 同氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に
は、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する契約を締結しております。同
氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。

(3) 当社は、同氏を、東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。同氏の再任が承認さ
れた場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

(4) 同氏の、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって１年となります。
５. 大久保弘子氏は、社外取締役候補者であります。
(1) 同氏を、社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要は、同氏は、中古自動車部品業を

営む株式会社三森コーポレーションの経営経験があり、当社の主たる事業であるイエローハットが
属するカー用品業界における長期の職務経験と、様々な役職を歴任し豊富な経験を有していること
から、社外取締役として中立な立場から有益な監督を適切に遂行していただけるものと判断したた
めであります。また、同氏が選任された場合は、経営企画等会社運営全般に対し、客観的・中立的
立場で関与していただく予定です。

(2) 同氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合に
は、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。

(3) 同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された
場合には、当社は同氏を独立役員とする予定であります。

６. 当社は、伊藤信幸氏、伊藤忠行氏、今野明夫氏との間で、会社法第430条の２第１項に基づき、同項第
１号の費用及び同項第２号の損失を法律の定める範囲内において当社が補償する（ただし、罰金、課
徴金及び役員が会社に対して支払う損害賠償を除く）補償契約を締結しており、各候補者の再任が承
認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。また、熊谷拓氏、門田敏則氏、小野
信哉氏、大久保弘子氏の選任が承認された場合は、同契約を締結する予定であります。

７. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお
り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「３．会社役員の状況（4)役員等賠償責任保険契約の
内容の概要等」に記載の通りです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被
保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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候補者
番　号

ふ り が な

氏　　　　　名

（生 年 月 日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所 有 す る
当社の株式数

１

※
やなぎ

柳
 

　
だ

田
 

　
 

　
 

　
さとし

聡
(1959年３月20日)

1996年９月 当社入社

2000年２月 営業本部営業部長

2005年４月 取締役営業本部営業部長

2006年４月 常務取締役営業本部長

2006年６月 常務取締役第１営業本部長

2007年10月 常務取締役管理本部長

2012年１月 専務取締役管理本部長

2015年６月 専務取締役営業本部長

2016年６月 専務取締役兼管理本部長

2017年１月 専務取締役

2018年１月 専務取締役兼営業本部長

2021年４月 専務取締役兼管理本部長

2021年４月 専務取締役兼営業本部長

2022年10月　専務取締役兼管理本部長、現在に至る

17,731株

２
※
あお

青 
や

谷

 

　
ま

麻

 

 
ゆ

容

 

 
こ

子
(1973年12月10日)

1997年４月　株式会社三和銀行入行

2007年12月　新日本有限責任監査法人入所

2014年４月　タスキー税理士法人入所、現在に至る

－株

第２号議案　監査役２名選任の件

　監査役早坂英男氏及び鈴木秀総氏は、本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として

監査役２名の選任をお願いするものであります。

　なお、監査役候補者柳田聡氏は、監査役早坂英男氏の補欠として、監査役候補者青谷麻容子氏は、

監査役鈴木秀総氏の補欠としてそれぞれ選任をお願いするものであり、その任期は、当社定款の定め

により、早坂英男氏、鈴木秀総氏両氏の任期が満了する2028年６月開催予定の第54回定時株主総会終

結の時までとなります。

　また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

　監査役候補者は、次の通りであります。

(注）１．※印は、新任の監査役候補者であります。

２．青谷麻容子氏が所属するタスキー税理士法人と当社との間には特別の利害関係はありません。

３．柳田聡氏は、当社で営業本部長及び管理本部長の経歴があり、社内業務全般、ＩＲ関連を担当するな

ど豊富な経験と幅広い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役の職務

執行を監査する人材として適切であると判断したため、監査役候補者と致しました。

４．柳田聡氏は、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場
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氏名
当社における本総会後

の地位及び担当
経営者
経験

業界
知識

販売
促進

財務
会計

経営
企画

リスク
管理

総務
法律

建設関
連知識

伊藤　信幸 代表取締役 ○ ○ ○ ○
伊藤　忠行 常務取締役営業本部長 ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○
熊谷　　拓 取締役営業部長 ○ ○
門田　敏則 取締役営業部長 ○ ○
小野　信哉 取締役管理本部長 〇 ○ ○ ○ ○
今野　明夫 社外取締役 ○ ○ ○
大久保弘子 社外取締役 〇 〇 〇 〇 〇
柳田　聡 常勤監査役 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○
渡邉　正法 社外監査役 ○ ○ ○ ○ ○
青谷麻容子 社外監査役 〇

合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する契約を締結する予定であり

ます。

５．青谷麻容子氏は、社外監査役候補者であります。

(1）同氏を、社外監査役候補者とした理由の概要は、監査法人における長期の職務経験と会計事務等の

様々な知識を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと

判断したためであります。なお、同氏は会社の経営に関与したことはありませんが、公認会計士と

しての財務会計関連に精通しており、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと

判断しております。

(2）同氏の選任が承認された場合、当社との間で、会社法第423条第１項の賠償責任について法令に定め

る要件に該当する場合には、法令の定める最低責任限度額を限度として、賠償責任を限定する契約

を締結する予定であります。

(3）同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された

場合、当社は同氏を独立役員として指名する予定であります。

６．当社は、柳田聡氏、青谷麻容子氏の選任が承認された場合両氏との間で、会社法第430条の２第１項に

基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法律の定める範囲内において当社が補償する（た

だし、罰金、課徴金及び役員が会社に対して支払う損害賠償を除く）補償契約を締結する予定であり

ます。

７．当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結してお

り、当該保険契約の内容の概要は、事業報告の「３．会社役員の状況（4)役員等賠償責任保険契約の

内容の概要等」に記載の通りです。各候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被

保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しておりま

す。

（参考）候補者及び当社役員が期待する専門性
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退職慰労金贈呈の件

氏　　名 略　　歴

山　﨑　克　宏
2016年６月 当社取締役

2024年７月 当社取締役辞任

早　坂　英　男 2020年６月 当社常勤監査役、現在に至る

第３号議案　退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

　取締役山﨑克宏氏は、2024年７月15日に一身上の都合により辞任並びに監査役早坂英男氏は、本総

会終結の時をもって辞任されますので、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定める一定の基

準による相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈致したく、その具体的金額、贈呈の時期及び方法

等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存

じます。

　なお、金額の算定に当たり、当社では「役員退職慰労金内規」を定めており、この内規につきまし

ては、会社法施行規則第82条第２項に基づき、当社本店に備え置いて株主の皆様の閲覧に供しており

ます。

　退任取締役及び退任監査役の略歴は、次の通りであります。

以　上

－ 47 －



2025/05/26 13:08:03 / 24180993_株式会社ホットマン_招集通知_電子提供措置用

地図

会　場　ご　案　内　図

江陽グランドホテル　３階　孔雀の間

宮城県仙台市青葉区本町二丁目３番１号

交通　JR仙台駅西口より徒歩13分

地下鉄南北線「広瀬通駅」西１出口前

青葉通

定禅寺通

クリスロード商店街

仙台ロフト

ＡＥＲ

七十七銀行
本店

ハピナ名掛丁商店街

アジュール仙台

電力ビル

タワービル

三越

勾当台公園

広瀬通

通
前
駅

通
杉
上
宕
愛

線
北
南
鉄
下
地

地下鉄東西線

ＪＲ仙石線

通
丁
番
二
東

宮城県庁仙台市役所

駅
台
仙

駅
園
公
台
当
勾

仙台駅

あおば通駅

広瀬通駅

江陽グランドホテル

駅
台
仙
Ｒ
Ｊ


